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■総合事業利用の流れ
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総合事業のよくある質問

地域包括支援センター、
または役場健康福祉課
へ連絡してください。

現在、介護予防（要支援1・2）のサービスを利用していますか。

訪問介護（ホームヘルプ）・通所介護（デイ
サービス）のみを利用している。または利用
したいと思っている。

訪問看護、福祉用具、通所リハビリ
テーション（デイケア）、医師など
による居宅療養管理指導（往診・訪
問診療）などを利用している。また
は利用したいと思っている。

担当のケアマネジャーを
通して要介護（要支援）認
定の申請をしてください。

はい

はい

いいえ

はい

いいえ

地域包括支援センター
役 場 健 康 福 祉 課

Ｇ80-9300
Ｇ47-5021

いいえ

介護予防・生活支援サービス
事業対象者

介
護
予
防
給
付

地域包括支援センターまたは役場健康福祉課で相談

要介護（要支援）認定

訪問看護、福祉用具貸与・購入　、
住宅改修、ショートステイなど
全国一律の人員基準、運営基準に

基づくサービス

介護予防・生活支援サービス事業
　 ①訪問型・通所型サービス
　 ②その他生活支援サービス

地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメントを実施

一般介護予防事業
（全ての高齢者を対象とした地域主体の集いの場や体操教室など）

要支援者 （元気）高齢者

高齢者
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基本チェックリストで判断※1

※2

・明らかに要介護（要支援）認定が必
・要な場合
・予防給付、介護給付によるサービス
・を希望する場合

・更新時に要支援1･2で介護予
・防訪問介護、介護予防通所介護
・のみを利用していて、今後も同
・様のサービスを希望する場合
・新たに総合事業のサービスを
・希望する場合

明らかに介護予防・
生活支援サービス事
業の対象外と判断で
きる場合

非該当

要支援1･2の人が現在利用している介護保険の介護予防給付のうち、訪問介護（ホー
ムヘルパー）と通所介護（デイサービス）の２つのサービスが、総合事業の訪問型サー
ビスと通所型サービスになります。

サービスの利用は、基本チェックリストを実施するなど
の手続きが必要です。地域包括支援センターでケアプラ
ンを作成してからサービスを利用することになります。

※1…介護予防給付の訪問介護と通所介護サービ
スのみを利用していた人は、要介護（要支援）認定
を省略して「介護予防・生活支援サービス事業対象
者」となり、基本チェックリストの判断により迅速
なサービス利用が可能になります。

※2…介護予防給付の訪問看護、福祉用具貸与・購
入、住宅改修、ショートステイなどを利用していた
人は、今まで通り介護保険の要介護（要支援）認定を
受けてサービスを利用することになります。介護予
防ケアマネジメントに基づき、給付事業を組み合わ
せて利用できます。

サービスを利用するためには、どう
したらいいのですか？

　生活の中で困ったことや悩んでいることがあった
ら、今までどおり地域包括支援センターにご相談く
ださい。心身や生活の状況によっては、基本チェック
リストで簡易に確認し、必要なサービスや支援を受
けたり、教室などに参加したりすることができます。
　まずは皆さんがどのサービスに該当するか、下の
表で確認してみましょう。

Close
Up

自分たちにできる
ことをしながら、
介護予防に

つなげていこう！

要支援1･2の人でホームヘルプ・デイ
サービスのみを利用している人の認定手
続きが変更されます。認定審査を省略し
て基本チェックリストを実施すること
で、事業対象者になります。

介護予防・日常生活支援総合事業に
なると、何が変わるのですか？

要介護認定の手続きなどに変更はありま
せん。第1号被保険者（65歳以上）で要介
護1～5の人と第2号被保険者（40～64
歳）で16の特定疾病により介護が必要に
なった人の要介護（要支援）認定やサービ
スの利用は従来と同様です。

現在、要介護2の認定を受けてい
ます。どのように変わりますか？

まず、地域包括支援センターまたは役場
健康福祉課にご連絡ください。状況をお
伺いし、今後の手続きを説明します。

高齢者の介護のことなどで困って
います。どうすればよいですか？

今までのサービスは使えなくなる
のですか？

総合事業移行後も、地域包括支援セン
ターによるケアマネジメントに基づき、
サービスが必要な人は今までのホームヘ
ルプサービスやデイサービスと同じサー
ビスが利用できます。

総合事業移行前のホームヘルプサービス
やデイサービスと同じサービスを利用す
る場合、サービスの利用料金に変更はあ
りません。

利用料金はどうなるのですか？

日常生活に必要な生活機能の低下や状態を
把握するための質問票です。要介護状態に
なるリスクを予測することを目的に国が開
発し、運動・栄養状態・もの忘れに関するこ
となど25項目の質問があります。主に「は
い」「いいえ」で答えられるような形式です。

基本チェックリストって
どのようなものですか？

これからも
私たちらしく、
地域で暮らし続けて
いきたいですね

※希望に応じて介護保険の要支援認定を受けることもできます。


